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　新緑の中、風も爽やかに感じる季節となりました。会員の皆様には、引き続き新型
コロナウィルス感染予防に配慮しつつ、健やかにお過ごしのことと推察申し上げま
す。

　さて、町会では、感染予防に努めつつできることを工夫しながら事業を進めるとい
う方針で活動いたしておりますが、日赤募金につきまして下記の要領で活動を行う
ことにいたしましたのでお知らせいたします。

　　　　　　　　　　　　　日赤募金要領

　①募金期間　６月１日～６月３０日
　②方法　　　　班長さんが各会員宅に募金箱を持参の上訪問、募金を募ります
　　　　　　　　　「募金箱」は５月２８日の部長会で各部長さんにお預けいたします
　　　　　　　　　その後、部内各班長さんへ順次手渡されます
　　　　　　　　　募金箱は、班長さん→部長さん→担当副会長の経路で回収します
　　　　　　　　　担当副会長に７月８日までに募金箱が届きますようご協力ください

　日本赤十字社では、人道的な見地から、医療救護、救援物資の配分、血液製剤
の配給、義援金の受付・配分などの世界規模の支援活動を展開しています。特に今
回のウクライナにおける人道危機に対して、さらにウクライナからの避難民を受け入
れる周辺国とその他の国々における救援活動に対して大いなる支援活動を行って
おります。日本国内でも、大規模な自然災害や新型コロナウィルスへの対応につい
て引き続き積極的に活動を行っています。今こそ、一人一人の善意にもとづく支援・
義援活動が必要なときです。募金活動へのご参加を是非お願いいたします。

　なお、募金活動に際しましては新型コロナウィルス感染予防に十分にご留意いた
だけますようあらためてお願い申し上げます。
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